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本契約に対する通所介護の提供にあたり厚生省令第３７号第８条準用に基づき事業者が

契約者に説明する重要事項は下記の通り。 

 

１、施設経営法人 

法人名称 社会福祉法人 宇治明星園 

主たる事業者の所在地 京都府宇治市白川鍋倉山２２番地１０ 

設立年月日 昭和４９年２月 

代表者名 中島 研 

電話番号 ０７７４－２１－６０５５ 

ＦＡＸ番号 ０７７４－２１－７２１５ 

 

２、ご利用施設に関すること 

事業所名称 宇治市小倉デイサービスセンター 

主たる事業所の所在地 京都府宇治市小倉町西畑１番地４ 

設立年月日 平成１２年４月１日 

指定番号 ２６７１２０００５９ 

管理者名 松岡 弘記  

電話番号 ０７７４－２１－６２９４ 

ＦＡＸ番号 ０７７４－２１－６１９５ 

 

３、事業所で合わせて実施する事業 

事業所の種類及び事業所の名称 
京都府知事の事業所指定 

指定年月日 指定番号 

施 設 居宅介護支援事業所   

名 称  宇治市小倉介護サービスセンター 平成 12年４月１日 2671200059 

同上（介護予防サービス） 平成 18年４月１日 2671200059 

 

通常事業の実施地域 

京都府宇治市 

小倉町全域・伊勢田町全域・神明（石塚、宮北）・開町

全域羽拍子町全域・南陵町全域・宇治（蔭山、半白、御

廟、蛇塚、天神、矢落、若森、米坂、戸ノ内、池森）・

天神台全域、槇島町（石橋、一ノ坪、一町田、大川原、

大畑、大町、五才田、島前、外、月夜、南落合） 

 

事業の目的 

 この事業は居宅要介護状態の被保険者について、可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに向上を図り、利用者や家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 
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運営方針 

・デイサービスの運営は、日本国憲法に基づき利用者の人権を尊重し、平等にサービス提 

供を行い、専門性を活かした援助を行う。また、法人の設立精神である「地域に開かれ 

た、地域に根ざした、地域住民に支えられた施設づくり」を地域住民と共に一層進め、 

地域の財産となり得る施設にすることを方針とする。 

・感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るため、委員会の開催、指針の 

整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）等の実施に努めます。 

・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護予防支援が継続的に提供できる体 

制を構築できるよう、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シュミレー 

ション）等の実施に努めます。 

・適切なハラスメント対策を強化するため、職場において行われる性的な言動又は優越的 

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者 

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な処置を講じるよう 

努めます。 

・利用者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため 

の委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの処置を適切に実施す 

るための担当者を定めること等に努めるものとする。 

 

４、施設設備の概要 

（１）建物 

 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート 

延べ床面積 ５１８㎡ 

利用人数 ２５名 

 

（２）主な設備 

設 備 名 数 面積 一人あたりの面積 

食堂 １室 ６３．０㎡ 
３．３４㎡ 

作業及び日常動作訓練室 １室 ２１．９㎡ 

浴室(一般浴１つ、中間浴３つ) １室 ４２．６㎡  

脱衣室 １室 ２６．６㎡  

便所 ３ヶ所 ４８．６㎡  

静養室 １室 １６．５㎡  

介護者教育室 １室 ６４．８㎡  

事務室 １室 ３２．４㎡  

（注１）食堂と作業及び日常動作訓練室の基準は、合わせて一人あたり３㎡以上とする。 

（注２）各部屋の配置並びに構造については別添パンフレットを参照。 
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５、職員体制（主たる職員）                令和 7年 4月 1日付 現在 

従事者の職種 

員 
 

数 

区   分 事業者

の指定

基準 

保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 
1  1   1 介護福祉士    1 名 

 

生活相談員 
4  4   1以上 介護福祉士    2 名 

 

介護職員 
13  4 9  3以上 介護福祉士    6 名 

 

看護職員（機能訓

練指導員兼務） 

3    3 1以上 看護師      3 名 

 

 

６、営業時間 

営業日 営業日は、原則として毎週月曜日から土曜日（祝日を含む）の週６日。 

但し、次に揚げる日は休業とする。 

（１） １２月２９日～１月３日（年末年始） 

（２） 事業所実施地域に暴風雨警報・特別警報の発令及び積雪がある場合 

（３） 当日の営業が困難であると管理者が判断した場合 

営業時間 午前 8時 45分～午後 5時 15分 

 

７、サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

種 類 送迎 利 用 料 

・ 自宅から施設までの送り迎え。 

・ 利用者の身体状況に合わせた、送迎車両（車椅子のまま乗り

降り可：リフト車）の選択が可能。 

【通所介護】 

介護報酬の告示上の額 

（但し、法定代理受領の

場合は通所介護サービ

ス基準額の１割（一定以

上の所得がある６５歳

以上の利用者は２割も

しくは３割）、法定代理

受領でない場合は、通所

介護サービス基準額相

当） 

 

種 類 入浴 

・利用者の身体状況に配慮しながら、洗身、洗髪、着替え等の自

立支援に基づいた入浴サービス。 

・入浴ができない場合は清拭を行うことも可能。 

種 類 食事（昼食） 

・ 栄養士の立てる献立に基づき、利用者の健康状態に配慮した

食事サービス。 

（但し、昼食費及びおやつ代については給付対象外） 

種 類 生活相談 
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・ 利用者や家族等からの相談に対して丁寧に対応し、専門性を

活かした援助相談。 

・ デイサービスに関することや日常生活の不安や悩み等、利用

者一人ひとりに対する個別相談。 

・ 病気や加齢に伴う健康不安に対して、医療従事者と連携は図

り生活に支障がないよう支援する。 

 

種 類 健康チェック  

・ 利用者の健康状態を把握し、病気の早期発見や予防に資する

働きかけ。 

（検温・脈拍・血圧測定、体重測定） 

種 類 自立支援（生活リハビリ） 

・ 移動、食事、排泄、入浴、着替え等、サービス全般に渡り、

自立支援を行う。 

種 類 機能訓練（リハビリ）  

・ 看護師（機能訓練指導員）が利用者の身体状況を鑑み、生活

機能の維持向上に資する機能訓練の実施。 

種 類 レクリエーション活動 

・ 週間プログラムに基づき、利用者の主体性が発揮され、尚且

つ生き甲斐につながる活動。 

・ 小学校や保育所との世代間交流、園内の菜園においてサツマ

イモの栽培と収穫（おやつ作り）、ドライブや買物等の外出、

初詣や節分など時節に応じた活動。 

・ ボランティアによる音楽演奏など、地域で活動されている団

体の催しが定期的に開催される。 

 

種 類 家族、介護者相談  

・ 利用者の家族や介護者の介護に対する不安や悩みについて、

随時相談を受け付ける。また、必要に応じて自宅へ伺う。 

 

（２）介護保険給付外サービス 

種類 内容及び利用料 

昼食に要する費用 昼食費  ８００円 

おやつ代 １００円 

その他の費用 介護・自立支援のサービス提供にあたって、通常必要となる

日常生活上に係る費用であって、利用者の負担が適当と認め

られる費用。外出レクリエーション時の費用（実費）。 

キャンセルの費用 前日の営業時間までに利用休み及び昼食おやつの欠食の報告

がない場合のキャンセル料として、食事提供費とおやつ代の

９００円とする。 
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（３）利用料の支払い 

支払いの説明 利用料の支払いを受ける場合、管理者及び生活相談員が利用者又は家族

に対して事前に書面で説明し同意を得る。 

支払い方法 利用料は月末に一括して清算を行い、利用日に請求書を配布。 

支払方法は以下の通りとする。 

（１） 後日現金で支払いを受けるものとする。 

（２） 指定口座振込（手数料は利用者負担とする） 

（３） 自動口座振替・・振替日は書面交付翌月の 5日 

（振替手数料は利用者負担） 

＊自動口座振替ができなかった場合（残高不足等）、（１）の支払い方法

に変更するものとする。その場合、（３）に要した費用は返金されないも

のとする。（支払い期日は書面交付月の翌月 20日まで） 

 

８、苦情申し立て先 

センター窓口 窓口①   宇治市小倉デイサービスセンター 

担当者   松岡 弘記 （管理者） 

住所    宇治市小倉町西畑１－４ 

電話    ０７７４－２１－６２９４ 

ＦＡＸ   ０７７４－２１－６１９５ 

申し立て方法 上記連絡先まで投書、電話、ＦＡＸ、来所にて申立を行う。 

第３者窓口 窓口②   社会福祉法人宇治明星園サービス向上提言委員会 

担当委員  高林實結樹 

住所    宇治市白川鍋倉山２２－１０ 

電話    ０７７４－２１－３１７７ 

申し立て方法 上記連絡先まで投書、電話、ＦＡＸにて申立を行う。 

苦情処理に係る対応方針 

◎利用者からの苦情申立は、上記の窓口①・②で受け付ける。 

◎苦情解決は、以下の流れに沿って進む。 

・第１次の改善報告に不服の場合、上記に記す第三者の立ち合いのもと、サービス利用者

及び家族・管理者で話し合いを行い、それに基づき事業所で改善策を検討し、第三者を

通じて不服申立者に報告する。 

・改善報告は第１次申立日より１週間以内に、第２次は話し合い終結日より 2週間以内に

申請者に書面で報告する。 

・第三者が「話し合い決裂」と判断した場合、「苦情解決は不可能」として、関係団体への

申立をすすめるものとし、苦情処理体制での解決は処理されたものとする。 
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その他の苦情受付機関 

◎宇治市役所 

  宇治市役所 健康長寿部 長寿生きがい課 

  電話 ０７７４－２０－８７９３   FAX ０７７４－２１－０４０６ 

◎京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 

  京都市中京区竹屋町通烏丸東入 京都府立総合社会福祉会館５階 

  電話 ０７５－２５２－２１５２   FAX０７５－２１２－２４５０ 

◎京都府国民健康保険団体連合会（介護保険課） 

  京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０ 

  電話 ０７５－３５４－９０５０   FAX０７５－３５４－９０５５ 

 

９、緊急時の対応 

デイサービス利用時の事故等により、身体的又は、精神的に医療機関への緊急対応が必要

な場合、主治医への連絡、医療機関への救急搬送等速やかに対応する。尚、緊急時は利用

者の病状等の状態、搬送先を家族等に連絡する。 

 

１０、非常災害時の対応 

非常時の対応 火災や地震、その他の風水害に備えて消火、避難、救出等に関する計画

「宇治市小倉デイサービスセンター消防計画」を定め、訓練等を通じて

非常災害時における安全対策を講じる。 

防災設備 設備名称 個数 設備名称 個数 

熱感知機 ４ 消火器 ３ 

煙感知機 １１ 火災受信機 １ 

屋内消火栓 ２ 防火扉 ３ 

防火管理者 森下 良亮 

 

１１、デイサービスの利用における留意事項 

・利用者間において、喧嘩、口論、暴力等の行為は行わない。 

・施設の設備や備品に損害を与えるような行為は行わない。また備品（健康器具等）・設備

は職員に声を掛けてから使用する。 

・食べ物は持ち込まない（但し、病気や介護で必要となる場合はその限りではない） 

・デイサービス内で喫煙をしない。 

 

１２、利用手続き及び中止の手続き 

利用申込 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所へ相談後 下記書類の

提出を行う。 

・宇治市小倉デイサービスセンター利用申込書 

・介護保険被保険者証 
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・介護負担割合証 

面接 デイサービスから提供されるサービスについて、本人や家族の希望

を自宅で面接（契約）により確認を行う。 

契約 利用契約書・重要事項説明書等について説明を行う。同意後、契約

書等を交付する。契約時には下記書類の説明を行う。 

・利用契約書 

・重要事項説明書 

・利用料支払同意書 

・個人情報の取扱いに関する同意書 

・その他、利用に関する書類 

  

記載事項変更に伴う

届出 

 

利用中止 

介護保険被保険者証の記載事項に変更が生じた場合、速やかに管理

者もしくは生活相談員に連絡する。 

 

利用者が次に該当した場合、利用中止となる。 

・正当な理由なく利用料を滞納したとき。 

・集団感染となり得る感染症に罹患した場合、もしくは集団生活に

著しく支障をきたすおそれが明らかなとき。 

・利用が不適当と認められるとき。 

利用者登録 

の取消し 

利用者が下記に該当した場合、利用登録が取消される。 

・利用者が死亡したとき 

・病院への入院、介護保健施設等への入所及び利用者の都合により

３ヶ月以上デイサービスの利用がないとき。 

但し、３ヶ月未満であって継続的に利用がない場合でも利用再

開する旨の申し出があった場合は再調整を行う。 

 

１３、通所介護計画書の作成 

計画内容 ・居宅サービス計画計画（以後、ケアプラン）に沿った介護計画書（通所介護

計画書）を作成する。また、ケアプラン記載事項に変更が生じた場合速やか

に計画書を変更する。計画に伴う記録等の開示については個人情報管理規定

に基づき開示する。 

記載内容

等の同意 

通所介護計画は、作成及び更新時に利用者及び家族に交付して説明を行い、同

意を得る。 

 

１４、第三者による評価の実施状況 

実施した直近の年月日 ・令和５年３月１４日に実施 

実施した評価機関の名称 ・京都府介護支援専門委員会 

当該結果の開示状況 ・法人グループ総合情報誌に掲載 



 8 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

当事業所（乙）は甲１に対する通所介護サービスの提供開始に当り、甲１、甲２に対して

本書面に基づいて上記重要事項を交付し説明を行いました。 

 

 

 

（乙）  通所介護事業所 

     事業所所在地  宇治市小倉町西畑１番地４ 

事業所名称   社会福祉法人 宇治明星園 

   宇治市小倉デイサービスセンター 

      

代表者名    理事長  中 島  研      

 

 

説明者                     

 

 

 

 

私（甲）は、事業所から通所介護についての重要事項の説明を受け、サービスを受けるこ

と並びにその利用料を支払うことに同意いたします。また、サービス担当者会議において

私（甲）並びに家族の個人情報を用いることに同意します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

（甲 1）利用者                     

 

（甲 2）代理人                     



 

重要事項説明同意書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人宇治明星園 

宇治市小倉デイサービスセンター 



 1 

本契約に対する介護予防通所介護（通所介護相当サービス）の提供にあたり厚生省令第３

７号第８条準用に基づき事業者が契約者に説明する重要事項は下記の通り。 

 

１、施設経営法人 

法人名称 社会福祉法人 宇治明星園 

主たる事業者の所在地 京都府宇治市白川鍋倉山２２番地１０ 

設立年月日 昭和４９年２月 

代表者名 中島 研 

電話番号 ０７７４－２１－６０５５ 

ＦＡＸ番号 ０７７４－２１－７２１５ 

 

２、ご利用施設に関すること 

事業所名称 宇治市小倉デイサービスセンター 

主たる事業所の所在地 京都府宇治市小倉町西畑１番地４ 

設立年月日 平成１２年４月１日 

指定番号 ２６７１２０００５９ 

管理者名 松岡 弘記  

電話番号 ０７７４－２１－６２９４ 

ＦＡＸ番号 ０７７４－２１－６１９５ 

 

３、事業所で合わせて実施する事業 

事業所の種類及び事業所の名称 
京都府知事の事業所指定 

指定年月日 指定番号 

施 設 居宅介護支援事業所   

名 称  宇治市小倉介護サービスセンター 平成 12年４月１日 2671200059 

同上（介護予防サービス） 平成 18年４月１日 2671200059 

 

通常事業の実施地域 

京都府宇治市 

小倉町全域・伊勢田町全域・神明（石塚・宮北）・開町

全域、羽拍子町全域・南陵町全域・宇治（蔭山、半白、

御廟、蛇塚、天神、矢落、若森、米坂、戸ノ内、池森）・

天神台全域、槇島町（石橋、一ノ坪、一町田、大川原、

大畑、大町、五才田、島前、外、月夜、南落合） 

 

事業の目的 

 この事業は居宅要支援状態の被保険者について、可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことに

より、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに向上を図り、利用者や家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 
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運営方針 

・デイサービスの運営は、日本国憲法に基づき利用者の人権を尊重し、平等にサービス提 

供を行い、専門性を活かした援助を行う。また、法人の設立精神である「地域に開かれ 

た、地域に根ざした、地域住民に支えられた施設づくり」を地域住民と共に一層進め、 

地域の財産となり得る施設にすることを方針とする。 

・感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るため、委員会の開催、指針の 

整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）等の実施に努めます。 

・感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護予防支援が継続的に提供できる体 

制を構築できるよう、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シュミレー 

ション）等の実施に努めます。 

・適切なハラスメント対策を強化するため、職場において行われる性的な言動又は優越的 

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者 

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な処置を講じるよう 

努めます。 

・利用者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため 

の委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの処置を適切に実施す 

るための担当者を定めること等に努めるものとする。 

 

４、施設設備の概要 

（１）建物 

 

建 物 

構 造 鉄筋コンクリート 

延べ床面積 ５１８㎡ 

利用人数 ２５名 

 

（２）主な設備 

設 備 名 数 面積 一人あたりの面積 

食堂 １室 ６３．０㎡ 
３．３４㎡ 

作業及び日常動作訓練室 １室 ２１．９㎡ 

浴室(一般浴１つ、中間浴３つ) １室 ４２．６㎡  

脱衣室 １室 ２６．６㎡  

便所 ３ヶ所 ４８．６㎡  

静養室 １室 １６．５㎡  

介護者教育室 １室 ６４．８㎡  

事務室 １室 ３２．４㎡  

（注１）食堂と作業及び日常動作訓練室の基準は、合わせて一人あたり３㎡以上とする。 

（注２）各部屋の配置並びに構造については別添パンフレットを参照。 
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５、職員体制（主たる職員）                 令和 7年４月 1日付 現在 

従事者の職種 

員 
 

数 

区   分 事業者

の指定

基準 

保有資格 常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 
１  １   １ 介護福祉士    １名 

 

生活相談員 
4  4   １以上 介護福祉士    2 名 

 

介護職員 
１3  4 9  ３以上 介護福祉士    6 名 

 

看護職員（機能訓

練指導員兼務） 

３    ３ １以上 看護師      ３名 

 

 

６、営業時間 

営業日 営業日は、原則として毎週月曜日から土曜日（祝日を含む）の週６日。 

但し、次に揚げる日は休業とする。 

（１） １２月２９日～１月３日（年末年始） 

（２） 事業所実施地域に暴風雨警報・特別警報の発令及び積雪がある場合 

（３） 当日の営業が困難であると管理者が判断した場合 

営業時間 午前 8時 45分～午後 5時 15分 

 

７、サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

種 類 送迎 利 用 料 

・ 自宅から施設までの送り迎え。 

・ 利用者の身体状況に合わせた、送迎車両（車椅子のまま乗り

降り可：リフト車）の選択が可能。 

介護報酬の告示上の額 

（但し、法定代理受領の

場合は通所介護予防サ

ービス定額の１割（一定

以上の所得がある６５

歳以上の利用者は２割

もしくは３割）、法定代

理受領でない場合は、通

所介護予防サービス基

準額相当） 

種 類 入浴 

・利用者の身体状況に配慮しながら、洗身、洗髪、着替え等の自

立支援に基づいた入浴サービス。 

・入浴ができない場合は清拭を行うことも可能。 

種 類 食事（昼食） 

・ 栄養士の立てる献立に基づき、利用者の健康状態に配慮した

食事サービス。 

（但し、昼食費及びおやつ代については給付対象外） 

種 類 生活相談 
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・ 利用者や家族等からの相談に対して丁寧に対応し、専門性を

活かした援助相談。 

・ デイサービスに関することや日常生活の不安や悩み等、利用

者一人ひとりに対する個別相談。 

・ 病気や加齢に伴う健康不安に対して、医療従事者と連携は図

り生活に支障がないよう支援する。 

種 類 健康チェック  

・ 利用者の健康状態を把握し、病気の早期発見や予防に資する

働きかけ。 

（検温・脈拍・血圧測定、体重測定） 

種 類 自立支援（生活リハビリ） 

・ 移動、食事、排泄、入浴、着替え等、サービス全般に渡り、

自立支援を行う。 

種 類 機能訓練（リハビリ）  

・ 看護師（機能訓練指導員）が利用者の身体状況を鑑み、生活

機能の維持向上に資する機能訓練の実施。 

種 類 レクリエーション活動 

・ 週間プログラムに基づき、利用者の主体性が発揮され、尚且

つ生き甲斐につながる活動。 

・ 小学校や保育所との世代間交流、園内の菜園においてサツマ

イモの栽培と収穫（おやつ作り）、ドライブや買物等の外出、

初詣や節分など時節に応じた活動。 

・ ボランティアによる音楽演奏など、地域で活動されている団

体の催しが定期的に開催される。 

 

種 類 家族、介護者相談  

・ 利用者の家族や介護者の介護に対する不安や悩みについて、

随時相談を受け付ける。また、必要に応じて自宅へ伺う。 

 

（２）介護保険給付外サービス 

種類 内容及び利用料 

昼食に要する費用 昼食費  ８００円 

おやつ代 １００円 

その他の費用 介護・自立支援のサービス提供にあたって、通常必要となる

日常生活上に係る費用であって、利用者の負担が適当と認め

られる費用。外出レクリエーション時の費用（実費）。 

キャンセルの費用 前日の営業時間までに利用休み及び昼食おやつの欠食の報告

がない場合のキャンセル料として、食事提供費とおやつ代の

９００円とする。 
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（３）利用料の支払い 

支払いの説明 利用料の支払いを受ける場合、管理者及び生活相談員が利用者又は家族

に対して事前に書面で説明し同意を得る。 

支払い方法 利用料は月末に一括して清算を行い、利用日に請求書を配布。 

支払方法は以下の通りとする。 

（１） 後日現金で支払いを受けるものとする。 

（２） 指定口座振込（手数料は利用者負担とする） 

（３） 自動口座振替・・振替日は書面交付翌月の 5日 

（振替手数料は利用者負担） 

＊自動口座振替ができなかった場合（残高不足等）、（１）の支払い方法

に変更するものとする。その場合、（３）に要した費用は返金されないも

のとする。（支払い期日は書面交付月の翌月 20日まで） 

 

８、苦情申し立て先 

センター窓口 窓口①   宇治市小倉デイサービスセンター 

担当者   松岡 弘記 （管理者） 

住所    宇治市小倉町西畑１－４ 

電話    ０７７４－２１－６２９４ 

ＦＡＸ   ０７７４－２１－６１９５ 

申し立て方法 上記連絡先まで投書、電話、ＦＡＸ、来所にて申立を行う。 

第３者窓口 窓口②   社会福祉法人宇治明星園サービス向上提言委員会 

担当委員  高林實結樹 

住所    宇治市白川鍋倉山２２－１０ 

電話    ０７７４－２１－３１７７ 

申し立て方法 上記連絡先まで投書、電話、ＦＡＸにて申立を行う。 

苦情処理に係る対応方針 

◎利用者からの苦情申立は、上記の窓口①・②で受け付ける。 

◎苦情解決は、以下の流れに沿って進む。 

・第１次の改善報告に不服の場合、上記に記す第三者の立ち合いのもと、サービス利用者

及び家族・管理者で話し合いを行い、それに基づき事業所で改善策を検討し、第三者を

通じて不服申立者に報告する。 

・改善報告は第１次申立日より１週間以内に、第２次は話し合い終結日より 2週間以内に

申請者に書面で報告する。 

・第三者が「話し合い決裂」と判断した場合、「苦情解決は不可能」として、関係団体への

申立をすすめるものとし、苦情処理体制での解決は処理されたものとする。 

その他の苦情受付機関 
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◎宇治市役所 

  宇治市役所 健康長寿部 長寿生きがい課 

  電話 ０７７４－２０－８７９３   FAX ０７７４－２１－０４０６ 

◎京都府社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会 

  京都市中京区竹屋町通烏丸東入 京都府立総合社会福祉会館５階 

  電話 ０７５－２５２－２１５２   FAX０７５－２１２－２４５０ 

◎京都府国民健康保険団体連合会（介護保険課） 

  京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０ 

  電話 ０７５－３５４－９０５０   FAX０７５－３５４－９０５５ 

 

９、緊急時の対応 

デイサービス利用時の事故等により、身体的又は、精神的に医療機関への緊急対応が必要

な場合、主治医への連絡、医療機関への救急搬送等速やかに対応する。尚、緊急時は利用

者の病状等の状態、搬送先を家族等に連絡する。 

 

１０、非常災害時の対応 

非常時の対応 火災や地震、その他の風水害に備えて消火、避難、救出等に関する計画

「宇治市小倉デイサービスセンター消防計画」を定め、訓練等を通じて

非常災害時における安全対策を講じる。 

防災設備 設備名称 個数 設備名称 個数 

熱感知機 ４ 消火器 ３ 

煙感知機 １１ 火災受信機 １ 

屋内消火栓 ２ 防火扉 ３ 

防火管理者 森下 良亮 

 

１１、デイサービスの利用における留意事項 

・利用者間において、喧嘩、口論、暴力等の行為は行わない。 

・施設の設備や備品に損害を与えるような行為は行わない。また備品（健康器具等）・設備

は職員に声を掛けてから使用する。 

・食べ物は持ち込まない（但し、病気や介護で必要となる場合はその限りではない） 

・デイサービス内で喫煙をしない。 

 

１２、利用手続き及び中止の手続き 

利用申込 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所へ相談後 下記書類の

提出を行う。 

・宇治市小倉デイサービスセンター利用申込書 

・介護保険被保険者証 

・介護負担割合証 
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面接 デイサービスから提供されるサービスについて、本人や家族の希望

を自宅で面接（契約）により確認を行う。 

契約 利用契約書・重要事項説明書等について説明を行う。同意後、契約

書等を交付する。契約時には下記書類の説明を行う。 

・利用契約書 

・重要事項説明書 

・利用料支払同意書 

・個人情報の取扱いに関する同意書 

・その他、利用に関する書類 

記載事項変更に伴う

届出 

利用中止 

介護保険被保険者証の記載事項に変更が生じた場合、速やかに管理

者もしくは生活相談員に連絡する。 

利用者が次に該当した場合、利用中止となる。 

・正当な理由なく利用料を滞納したとき。 

・集団感染となり得る感染症に罹患した場合、もしくは集団生活に

著しく支障をきたすおそれが明らかなとき。 

・利用が不適当と認められるとき。 

利用者登録 

の取消し 

利用者が下記に該当した場合、利用登録が取消される。 

・利用者が死亡したとき 

・病院への入院、介護保健施設等への入所及び利用者の都合により

３ヶ月以上デイサービスの利用がないとき。 

但し、３ヶ月未満であって継続的に利用がない場合でも利用再

開する旨の申し出があった場合は再調整を行う。 

 

１３、通所介護計画・総合事業通所介護相当サービス個別計画の作成 

計画内容 ・介護予防サービス支援計画（以後、ケアプラン）に沿った介護計画書（総合

事業通所介護相当サービス個別計画）を作成する。また、ケアプラン記載事

項に変更が生じた場合速やかに計画書を変更する。計画に伴う記録等の開示

については個人情報管理規定に基づき開示する。 

記載内容

等の同意 

総合事業通所介護相当サービス個別計画は、作成及び更新時に利用者及び家族

に交付して説明を行い、同意を得る。 

 

１４、第三者による評価の実施状況 

実施した直近の年月日 ・令和５年３月１４日に実施 

実施した評価機関の名称 ・京都府介護支援専門委員会 

当該結果の開示状況 ・法人グループ総合情報誌に掲載 
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令和   年   月   日 

 

 

 

当事業所（乙）は甲１に対する介護予防通所介護（通所介護相当サービス）の提供開始に当

り、甲１、甲２に対して本書面に基づいて上記重要事項を交付し説明を行いました。 

 

 

 

（乙）  介護予防通所介護事業所 

     事業所所在地  宇治市小倉町西畑１番地４ 

事業所名称   社会福祉法人 宇治明星園 

   宇治市小倉デイサービスセンター 

      

代表者名    理事長  中 島  研      

 

 

説明者                     

 

 

 

私（甲）は、事業所から介護予防通所介護（通所介護相当サービス）についての重要事項の

説明を受け、サービスを受けること並びにその利用料を支払うことに同意いたします。また、

サービス担当者会議において私（甲）並びに家族の個人情報を用いることに同意します。 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

（甲 1）利用者                     

 

（甲 2）代理人                     


